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ハラスメント防止・対策規程 

 
規定第９５３号 

  

一部改正  2008年12月17日 2010年 4月 1日 

2010年12月 8日 2016年 4月 1日  

2018年 4月 1日  

 

第１章 総 則 

  

(目的) 

第１条 学校法人法政大学（付属校を含む，以下「本学」という。）は，日本国憲法，教育基本法，

労働基準法，男女雇用機会均等法，男女共同参画社会基本法等に掲げる基本的人権の尊重，法の下

の平等の精神に則り，学内におけるハラスメントの防止と排除の措置，並びにハラスメントが発生

した場合の適切な対応のために必要な事項を定め，第3条に定める学生・生徒・教職員等の本学構成

員（以下「本学構成員」という。）が快適に教育・研究，就学，就労のできる環境を確保すること

を目的に本規程を制定する。 

(定義) 

第２条 本規程におけるハラスメントとは，以下に掲げるものをいう。 

（１）セクシュアル・ハラスメント  本学構成員が，教育・研究，就学，就労の環境において，他

の構成員に対して不適切で不当な性的言動を行うことにより，その者に教育・研究，就学，就労

における不利益又は不快を与え，精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害をい

う。 

（２）アカデミック・ハラスメント  本学構成員が，教育・研究，就学における権力を濫用し，他

の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより，その者に教育・研究，就学における不

利益を与え，あるいはその教育・研究，就学に差し支えるような精神的・身体的損害を与えるこ

とを内容とする人格権侵害をいう。 

（３）パワー・ハラスメント  本学構成員が，就労における優越的な地位を利用してその権力を濫

用し，他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより，その者に就労における不利益

を与え，あるいはその就労に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人

格権侵害をいう。 

２ 前項の内容については，第４条に規定するガイドラインに具体的に例示し，学内構成員に周知す

る。 

(適用範囲) 

第３条 本規程は，本学のキャンパス内外を問わず，授業，研究及び勤務，さらに課外活動等の時間

の内外を問わず，次の各号に掲げる本学構成員の間におけるハラスメントについて適用する。 

（１）学生（学部生，大学院生，通信教育部生，科目等履修生，特別聴講生，交換留学生等，本学に

おいて学ぶあらゆる立場の者を含む。以下「学生」という。）。 

（２）生徒（法政大学中学高等学校，法政大学第二中学校・第二高等学校，法政大学国際高等学校の

生徒，以下「生徒」という。）。 

（３）教職員（兼任教員，非専任職員を含む。以下「教職員」という。）。 

（４）委託業者又は派遣契約業者等，本学の業務遂行に関わる者。 

２ 生徒の場合は保護者を代理人とすることができる。 

３ 学生・生徒については本学を修了・卒業・退学等で学籍を失った後，また教職員・委託業者・派

遣契約業者等については離職後，１年以内に限り，在学中又は在職中に起きた件であれば対象とす

る。 

(本学の責務) 

第４条 本学は，第１条のハラスメント防止の目的を達成するため，本学構成員に対して継続的な啓
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発活動を行い，かつ構成員に関するハラスメント事案（以下「事案」という。）が発生した場合

に，迅速かつ適切な措置を行うために必要な組織体制を整備し，人的要員を配置する。 

２ 本学は，ハラスメント等の人格権の侵害に対して厳しい姿勢で臨むものとし，ハラスメントの事

実関係が認定され，教育・研究，就学，就労の環境改善が必要と認められた場合は，速やかに必要

な措置を講じる。 

３ 本学は，本条第１項・第２項の目的を達成するため，ハラスメント防止・対策委員会及びハラス

メント相談室を常置する。 

  ハラスメント防止・対策委員会は，必要に応じてハラスメント審査委員会を設置するものとす

る。 

４ ハラスメント防止・対策ガイドラインについては，別途定める。 

(本学部局長等及び構成員の責務) 

第５条 本学の学部・大学院・付属校・研究所・事務部局等の部局長等（以下「部局長等」とい

う。）は，当該部局におけるハラスメント等の防止に努めるとともに，第６条に定めるハラスメン

ト防止・対策委員会の協力要請があった場合は，これに応じなければならない。 

２ 本学構成員は，ハラスメントが人格権の侵害であることをよく認識し，ハラスメントを行っては

ならない。ハラスメントのない教育・研究，就学，就労の環境を作り維持すること，また，相談を

行った者（以下「相談者」という。）及び対処手続きの申立てをした者（以下「申立人」とい

う。）に対する保護及び支援に協力しなければならない。 

第２章 ハラスメント防止・対策委員会 

(設置) 

第６条 本学は，ハラスメント等の防止と排除，ハラスメントが生じた場合に適切な対処を行うた

め，ハラスメント防止・対策委員会（以下，「防止・対策委員会」という。）を常置委員会として

設置する。 

(任務と権限) 

第７条 防止・対策委員会は次に掲げる事項を行う。 

（１）ハラスメントの防止・対策全般についての政策立案・実施に関する事項。 

（２）ハラスメント防止のための啓発及び研修に関する事項。 

（３）ハラスメント相談室に関する事項。 

（４）ハラスメント審査委員会に関する事項。 

（５）ハラスメントに関する本学の取り組み及び概要の公表に関する事項。 

（６）その他ハラスメント防止に重要と判断される事項。 

２ 防止・対策委員会は，緊急・仮の措置，話し合いによる解決，処分の勧告を含む審査報告書の作

成を行う権限を有する。ただし，防止・対策委員会は，緊急・仮の措置及び話し合いによる解決に

ついては，ハラスメント審査委員会に権限を委譲することができる。 

(構成及び任期) 

第８条 防止・対策委員会は，総長が委嘱する次の委員をもって構成する。 

（１）総長が指名する常務理事 １名 

（２）総長が指名する専任教員 ２名 

（３）大学院を担当する副学長又は研究科長会議副議長 １名 

（４）専門職大学院議長又は副議長 １名 

（５）学部長の互選による者 ２名 

（６）学生センター長 

（７）学生相談・支援委員長 

（８）各学部から選出される専任教員（教授会主任等） １５名 

（９）法人統括本部長，教育支援統括本部長，学生支援統括本部長，人事部長，学生センター事務部

長 

（１０）付属中・高等学校長の互選による者 １名 

（１１）付属中・高等学校教職員（教務主任等） 若干名 

（１２）弁護士 １名 
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２ 前項の他，防止・対策委員会は，特定の専門的事項の審議をするために学内教職員，学内外の医

師等の出席を求めることができる。 

３ 第２項の委員を除く他の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

４ 任期中に委員の交代があったときには，新任者は前任者の残任期間とする。 

５ 事案当事者は，当該事案に関わる防止・対策委員会の審議及び決議に参加することはできない。 

(委員長等) 

第９条 防止・対策委員会には委員長を置き，委員会を主宰する。 

２ 委員長，副委員長は，第８条第１項第２号の者から，それぞれ総長が指名することとする。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代理する。 

(会議) 

第１０条 防止・対策委員会は，別段の定めがある場合を除き，委員の過半数の出席により成立し，

出席委員の過半数をもって決する。 

２ 防止・対策委員会は，年２回開催するほか，防止・対策委員長が必要と認めた場合には，随時こ

れを招集することができる。 

３ 防止・対策委員会は，総長が必要と認め，かつ申立人の了解が得られた場合には，当該事案の概

要を学内外に公表する。 

第３章 ハラスメント相談室 

(設置) 

第１１条 本学はハラスメントに関する相談等に対処するため，ハラスメント相談室（以下「相談

室」という。）を設置する。相談室は，ハラスメント相談の専門相談員を常駐させ，連絡先・連絡

方法を明らかにし，本学構成員のだれもが相談可能なものとする。 

２ 第３条第３項に該当するものも相談可能とする。 

(任務) 

第１２条 相談室は，防止・対策委員会の方針に基づき，次に掲げる事項を行う。 

（１）ハラスメントの相談に関する事項。 

（２）ハラスメントの解決申立ての内容説明及び受付に関する事項。 

（３）申立てがあった場合の防止・対策委員会への報告及び解決業務の支援に関する事項。 

（４）ハラスメント防止教育・研修等の企画及び実施に関する事項。 

（５）その他ハラスメントの相談・防止・啓発活動業務に関する事項。 

（６）防止・対策委員会の事務に関する事項。 

(構成) 

第１３条 相談室は市ヶ谷キャンパス内に置き，以下の者で構成する。 

（１）相談室長  １名 

（２）相談副室長 １名 

（３）職員  若干名 

（４）専門相談員（臨床心理士等の資格を持つインテーカー） 若干名 

（５）弁護士 １名 

(相談室長等) 

第１４条 相談室長，副室長は，第９条の防止・対策委員長，同副委員長を兼務することとし，総長

が委嘱する。 

２ 相談室長，副室長の任期は防止・対策委員長，副委員長の任期とする。 

(相談及び対応等) 

第１５条 専門相談員は，面談等の方法で相談を受けるものとする。 

２ 市ヶ谷キャンパス以外のキャンパス，付属校における事案の場合，専門相談員は，必要があれ

ば，それぞれのキャンパスに出向いて相談を受けることができるものとする。 

３ 相談室長は，相談者について，医療的対応が必要な場合又は専門的カウンセリングが必要と判断

した場合には，学生相談室等と連携し，学外専門機関等を紹介することができる。 
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第４章 ハラスメント審査委員会 

(設置) 

第１６条 防止・対策委員会は，次の各号に該当する場合に，ハラスメント審査委員会（以下「審査

委員会」という。）を設置する。 

（１）相談者(本人)の書面による申立てがあったとき。 

（２）相談者（本人）からの申立てがない場合にも，防止・対策委員会が，当該事案について事態が

重大で緊急の対処が必要と判断したとき。ただし相談者（本人）の意思を尊重した上で設置する

ものとする。 

２ 防止・対策委員会は，原則として緊急・仮の措置及び話し合いによる解決については，審査委員

会に権限を委譲することができる。 

３ 防止・対策委員会は，審査委員会を設置した場合には，その旨を当該事案の申立人，相手方双方

（以下「当事者」という。）に通知するとともに，当事者の所属部局長等に連絡するものとする。 

(任務) 

第１７条 審査委員会は，次に掲げる事項を行う。 

（１）当該事案に関する事実関係の調査に関する事項。 

（２）緊急・仮の措置に関する事項。 

（３）話し合いによる解決に関する事項。 

（４）審査報告書の原案の作成に関する事項。 

２ 審査委員会は，申立てが第１条に規定する目的に照らし適当でないと判断するときは，防止・対

策委員会の承認を得て，当該申立てを不受理とし，その旨を速やかに申立人に連絡するものとす

る。 

(構成及び任期) 

第１８条 審査委員会は，総長が委嘱する次の委員をもって構成する。 

（１）第８条第１項第２号ないし第１１号に規定する者のうち，当事者の身分，職種，所属，性別等

により防止・対策委員会が選定する者（ただし，事案当事者は，当該事案に関わる審査委員会の

委員となることはできない）。 若干名 

（２）防止・対策委員会が必要と認めた場合には，学内教職員若干名を審査委員とすることができ

る。 

（３）弁護士 １名 

２ 審査委員会の任期は，当該事案に関する任務が終了するまでとする。 

３ 委員は，複数の事案の委員を兼任することを妨げない。 

(委員長) 

第１９条 審査委員会には委員長を置き，委員会を主宰する。 

２ 審査委員長は，審査委員である防止・対策委員の互選とする。（ただし，第１８条第１項第３号

を除く。） 

３ 審査委員長は，必要と認めるときは，審査委員会の承認を得て，委員以外の者の出席を求めるこ

とができる。 

(緊急・仮の措置) 

第２０条 審査委員会は，事態が重大で，ハラスメントが継続している等，緊急に改善措置が必要と

判断した場合には，第16条第2項に基づき迅速に緊急・仮の措置案を決定し，防止・対策委員会に報

告する。ただし，権限が委譲されていない場合には，防止・対策委員会が緊急・仮の措置を決定す

る。 

２ 審査委員会（権限が委譲されていない場合には防止・対策委員会）は，緊急・仮の措置を決定す

る前に，相手方に口頭若しくは書面で意見を述べる機会を与えることとする。 

３ 審査委員会（権限が委譲されていない場合には防止・対策委員会）は，当事者双方の所属部局長

等に対して，緊急・仮の措置実施の勧告を行う。所属部局長等は，この緊急・仮の措置の実施に努

めなければならない。 

４ 審査委員会（権限が委譲されていない場合には防止・対策委員会）は，第３項について当該所属

部局長等に報告を求めることができる。 
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５ 審査委員会は，緊急・仮の措置の勧告内容等について防止・対策委員会に報告する。 

(話し合いによる解決) 

第２１条 審査委員会は，申立人が，当事者間の話し合いによる解決を求めた場合には，第１６条第

２項に基づき，次に掲げる事項を行う。ただし，権限が委譲されていない場合には，防止・対策委

員会が，これを行う。 

（１）当事者間の話し合いが円滑に進むよう，必要に応じて支援を行う。 

（２）当事者双方が希望する場合には，事実関係の調査・審査に基づく解決案を提示する。 

２ 当事者間の合意が整った場合には，文書をもって確認し，審査委員会は，その内容を防止・対策

委員会に報告する。 

(審査報告書の原案の作成及び報告) 

第２２条 審査委員会は，必要と判断した場合には，審査報告書の原案の作成を，防止・対策委員会

に提案する。 

２ 防止・対策委員会は，必要と判断した場合には，審査報告書の原案の作成を審査委員会に指示す

る。 

３ 審査委員会は，第２項に基づき審査報告書の原案を作成し，防止・対策委員会に提出する。 

４ 審査委員会は，審査報告書の原案作成の前に，相手方に口頭若しくは書面で意見を述べる機会を

与えることとする。 

(審査の終了及び解散) 

第２３条 審査委員会は次の各号のいずれかの場合に審査を終了し解散する。 

（１）第２０条の勧告を行ったとき。 

（２）第２１条の合意が整ったとき。 

（３）第２２条の審査報告書の原案を防止・対策委員会に提出したとき。 

（４）申立人が，審査の途中で審査の打切りを申し出たとき。ただし，審査委員会が打切りは不適切

であると判断したときはこの限りではない。 

（５）その他，防止・対策委員会が必要と認めたとき。 

２ 審査委員会の審査の結果，ハラスメントの認定に至らないと判断したとき，審査委員会は，その

旨を防止・対策委員会に報告し，その承認を得て審査を終了し解散することができる。 

３ 防止・対策委員会は，当該事案の終了を当事者及び所属部局長等に連絡するものとする。 

(本学としての措置) 

第２４条 防止・対策委員会は，審査報告書の原案について検討の上，処分の勧告を含む審査報告書

を作成し，総長に提出する。 

２ 総長は，防止対策委員会の処分の勧告を含む審査報告書についての報告があった場合は，速やか

に学内規則を適用し，所定の手続きを経た上で，適切な措置を講ずる。 

３ ハラスメント防止・対策委員会は，講じた措置内容について報告を受ける。 

第５章 留意事項 

(守秘義務) 

第２５条 当該事案に関わるすべての者は，当事者及び関係者の名誉及びプライバシー等の人格権を

侵害することのないよう慎重に行動しなければならない。防止・対策委員会委員及び審査委員会委

員等は任期中も退任後も，任務に関して知り得た個人情報等の内容を他に漏らしたり，不当な目的

に使用してはならない。 

(不利益取扱いの禁止) 

第２６条 本学構成員は及び当該事案に関わるすべての者は，ハラスメントに関する相談や申立てを

する者を妨げてはならず，当該申立人や係る審査への協力，その他ハラスメントに対し正当な対応

をした者に対して，そのことをもって不利益な対応をしてはならない。 

(虚偽の申出等の禁止) 

第２７条 本学構成員及び当該事案に関わるすべての者は，ハラスメントの相談，審査，事情聴取等

に際して，虚偽の申立て・証言を行ってはならない。 
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（措置） 

第２８条 総長は，第２５条ないし第２７条に違反した者に対して，学内規程を適用し，適切な措置

を講じる。 

第６章 事務局等 

(事務局等) 

第２９条 ハラスメント防止・対策に関する事務局は，ハラスメント相談室とする。 

２ 事務局は，総務部，人事部，教育・研究関連部局等と密接に連携し，審査委員会の支援を依頼す

ることができる。 

(細則) 

第３０条 この規程に定めるもののほか，ハラスメント等の防止及び対策に関し必要な事項は別に定

める。 

付 則 

１ この規程は，２００８年４月１日から施行する。 

２ 本規程施行に伴い，「セクシュアル・ハラスメント防止・救済規程(規定第６４４号)」は，２０

０８年３月３１日をもって廃止する。 

３ この規程は，２００８年１２月１７日から一部改正し施行する。 

４ この規程は，２０１０年４月１日から一部改正し施行する。 

５ この規程は，２０１０年１２月８日から一部改正し施行する。 

６ この規程は，２０１６年４月１日から一部改正し施行する。  

７ この規程は，２０１８年４月１日から一部改正し施行する。  

（追５１）  


